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いつもかんぽ生命をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

本冊子は、海外渡航を予定されているお客さまに事前にご準備いただきたいことや海外渡航中に保

険金等の支払事由が発生した場合の手続きなどをまとめたものですので、ご活用いただければ幸いで

す。 

※ 本冊子に記載されている「ご加入されています保険」および「保険契約」には、かんぽ生命

の保険商品のほか、かんぽ生命が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク

支援機構から委託され管理している簡易生命保険契約を含みます。 

※ 保険契約に関する各種手続きは、海外に渡航されるお客さまにつきましても日本国内の法令

等の定めるところにより行います。 

  Ｑ１ 現在加入している保険は海外渡航中でも保障されますか。 

  Ａ１ ご加入されています保険は、海外での万が一の入院や死亡等についても、日本国内と同じ

ように法令および約款等の定めるところにより、保険金等の支払の要件を満たしているもの

であれば、保険金等をお支払いいたします。 

  Ｑ２ 現在加入している保険の各種通知物等を海外渡航中の住所に送付してもらえますか。 

  Ａ２ 申し訳ございませんが、かんぽ生命では、海外の住所への各種通知物等の送付は行ってお

りません。 

Ｑ３ 海外からかんぽ生命の保険に加入の申し込みをすることはできますか。 

Ａ３ 申し訳ございませんが、かんぽ生命では、海外からの加入の申し込みはお取り扱いしてお

りません。 

   また、復活、契約変更、特約の追加変更等についても、海外からの申し込みはお取り扱い

しておりません。 

  Ｑ４ 海外に永住することになったので解約したいのですが。 

Ａ４ 郵便局またはかんぽ生命の支店において手続きをお願いします。 

なお、保険契約者さまが既に海外に居住中で日本国内での請求ができない場合は、日本国

内で代理人の方を通じて手続きをしてください。 

  Ｑ５ 年金受取中ですが、海外渡航中の年金受取時の課税はどのようになりますか。 

  Ａ５ 渡航先の国と日本の両国間で「租税条約」を締結している場合、「租税条約に関する届出

書」等をかんぽ生命経由で税務署へご提出いただくことで、年金をお支払いする際の、源泉

徴収税が免除される取り扱いがあります（条約内容によっては免除されないこともありま

す。）。 

     租税条約の締結状況等につきましては、日本国内の税務署等にお問い合わせください。 

     また、「租税条約に関する届出書」等が必要な場合はかんぽ生命にご連絡ください。 

１ 海外に渡航されるお客さまへ 

Ｑ＆Ａ 
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  (1) 保険契約者さまが海外に渡航される際は、保険契約に関するかんぽ生命からのご連絡等のた

め日本国内での代理人の設定をお願いします。 

    日本国内での代理人の設定には、様式１の「払込代理人設定届」をご利用いただき、記載例

を参考に記入し、郵便局またはかんぽ生命の支店にご提出ください。 

かんぽ生命からのお知らせ等を代理人の住所あてに送付いたします。 

  (2) 保険料の払込期間および払込方法をご確認ください。 

海外への渡航期間中の保険料の払込みが完了している場合を除き、保険契約が失効しないよ

う払込方法をご選択ください。 

ア 口座払込みをご利用されている方 

海外への渡航期間中も引き続き現在の口座から保険料を払い込む場合は、払込方法を変更

する必要はありません（口座の残高不足等にご注意ください。）。 

イ 団体払込み（財形保険を含みます。）をご利用されている方 

  所属団体での給与控除が必要などの要件がありますので、海外に渡航される前に必要な手

続きについて所属団体にお問い合わせください。 

ウ 窓口払込みをご利用されている方 

海外への渡航期間中の保険料の払込みについて、次のいずれかの方法を選択することがで

きますので、お申出ください。 

    (ｱ) 口座払込み 

      保険契約者さまが指定した日本国内の金融機関の保険契約者名義の口座から保険料を

払い込む方法（口座の残高不足等にご注意ください。）。 

(ｲ) 前納払込み 

海外に渡航される前に海外への渡航期間分の保険料をまとめて払い込む方法（海外への

渡航期間以上の期間分のお払込みをお勧めします。）。 

(ｳ) 代理人の方による窓口払込み 

前(1)によりお届けいただいた代理人の方が保険契約者さまに代わって保険料を窓口で

払い込む方法。 

(3) 各種請求の手続きをする場合に備えて、次の書類等をお持ちください。 

ア 保険証券（保険証書） 

イ ご契約のしおり・約款 

ウ ご印鑑（認印） 

エ 保険契約者さま本人であることが確認できる書類（旅券（パスポート）、運転免許証、個

人番号カード等） 

   (4) 海外へ渡航されるお客さまに、かんぽ生命所定の書面のご提出をお願いしております。 

   ア 海外へ渡航される方 

 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の案内に伴い、お客さまの居

住地国に異動があった場合には、必要書類の提出をお願いすることがあります。 

イ 米国へ渡航される方 

米国のＦＡＴＣＡ（Foreign Account Tax Compliance Act）（日本名：外国口座税務コン

プライアンス法）に基づき、お客さまがＦＡＴＣＡに定める米国納税義務者に該当する可能

性がある場合には、必要書類の提出をお願いすることがあります。 

２ 海外に渡航される前にご準備・ご確認いただきたいこと 
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受取人さま本人、または、代理人の方により必要な書類の原本をご用意の上、郵便局またはか

んぽ生命の支店において請求の手続きをお願いします。 

   なお、かんぽ生命では、郵送による支払請求および日本国外の金融機関への送金は承っており

ませんのであらかじめご了承ください。 

注１ 海外で発生した死亡・入院等を原因として保険金等の支払請求をされる場合、日本国内

で発生した場合と異なり、提出していただく書類が多くなる場合がございますので、不明

な点がございましたらご請求される前にお問い合わせください（お問い合わせ先について

は１８ページをご参照ください。）。 

注２ 帰国されてから保険金等の支払請求をされる場合、渡航先の現地でなければ取得できな

い書類（診断書、交通事故証明書、死亡証明書）がございますので、不明な点がございま

したら帰国される前に必要書類をお問い合わせください（お問い合わせ先については１８

ページをご参照ください。）。 

(1) 各種保険金等の支払請求に共通して必要な書類 

  次の書類をご用意ください。 

必要書類 補足事項 

① 保険証券（保険証書） ― 

② 受取人さま本人であることが確

認できる書類（旅券（パスポート）、

運転免許証、個人番号カード等（※

１、２）） 

運転免許証等の書類の住所が現住所でない場合、現住所

を確認できる書類（在留証明書、官公庁から発行された書

類、国内の公共料金の領収証または外国政府の発行した書

類（※３））が併せて必要です。 

  日本国内の代理人の方を通じて手続きをしていただく場合は、上記の書類のほか次の書類をご用

意ください。 

必要書類 補足事項 

③ 代理人の方ご本人であることが

確認できる書類（旅券（パスポー

ト）、運転免許証、個人番号カー

ド等（※１、２）） 

運転免許証等の書類の住所が現住所でない場合、現住所

を確認できる書類（官公庁から発行された書類または国内

の公共料金の領収証（※３））が併せて必要です。 

④ 委任状 様式２「委任状」または適宜の用紙に記載例を参考に必

要事項をご記載ください。 

⑤ 委任の意思を確認できる書類  次のいずれかの書類が必要です。 

 ・ 委任者（委任する方）の印鑑登録証明書（※３） 

・ 日本の大使館・総領事館発行の委任者（委任する方）

のサイン証明書（※３） 

・ 委任者（委任する方）ご本人のみが使用できる公的

書類（原本）（旅券（パスポート）、運転免許証、個

人番号カード等（※１）） 

※１ 旅券（パスポート）、運転免許証、個人番号カード以外にも、次の書類の提示により、ご請求いた

だくことができます。 

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、国家公務員共済組合組合員証、地方公務員共済組

合組合員証、国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証等 

  ※２ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が必要となる保険金等の支払請求

をされる場合で、健康保険被保険者証等の顔写真のない書類をご提示いただくときは、２種類の本人

確認書類か、１種類の本人確認書類および現住所を確認できる書類（在留証明書、官公庁から発行さ

れた書類、国内の公共料金の領収書または外国政府の発行した書類（いずれも発行後６か月以内のも

の））をご提示いただく必要があります。不明な点がございましたらご請求される前にお問い合わせ

ください（お問い合わせ先については１８ページをご参照ください。）。 

  ※３ 発行後６か月以内のものをご提出ください。 

３ 保険金等の支払請求に必要な書類 
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(2) 満期保険金の支払請求に必要な書類 

  前(1)の書類のほか次の書類をご用意ください。 

必要書類 補足事項 

① 被保険者さまの健康保険被保険

者証、運転免許証等（※１） 

 学資保険、成人保険または育英年金付学資保険の場合は

保険契約者さまの健康保険被保険者証、運転免許証等（※

１）も必要です。 

② 続柄証明書  夫婦保険の場合に必要となります（ご夫婦のお名前と続

柄（夫または妻であること）が記載されているもの（住民

票、健康保険被保険者証等））。 

③ 口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカード 

 満期保険金受取人さまの口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカードをお持ちください。 

④ 保険契約者さまと受取人さまの

個人番号カード、通知カード等（※

２） 

 国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場

合は不要です。 

 平成２８年１月１日以降に支払事由が発生する契約の場

合に限ります。 

※１ 健康保険被保険者証、運転免許証以外にも、次の書類の提示により、ご請求いただくこと

ができます。 

国民健康保険被保険者証、国家公務員共済組合組合員証、地方公務員共済組合組合員証、

国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、旅券（パスポート）等 

※２ 保険契約者さまと受取人さまのマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

(3) 入院保険金、手術保険金または放射線治療保険金の支払請求に必要な書類 

  前(1)の書類のほか次の書類をご用意ください。 

必要書類 補足事項 

① 被保険者さまの健康保険被保険

者証、運転免許証等（※１） 

学資保険、成人保険または育英年金付学資保険の場合は

保険契約者さまの健康保険被保険者証、運転免許証等（※

１）も必要です。 

② 被保険者さまの入院、手術また

は放射線治療についての医師また

は医療施設等の証明書 

様式３「入院・手術証明書（診断書）」または様式４「英

文訳の入院証明書（診断書）」。 

なお、その他の入院証明書でも支払請求は可能ですが、

この場合、かんぽ生命所定の入院証明書において証明を求

めている事項と同程度の事項が記載されている必要があ

り、記載事項の要件が満たされていないときは、請求を受

理できないことがございます。 

また、その医療施設等の所在地が記載されているものに

限ります。 

③ 交通事故証明書等  不慮の事故で傷害を受けた場合は、不慮の事故であるこ

とが証明できる警察等公的機関発行の交通事故証明書等 

（交通事故証明書の交付を受けていないときは、証明書の

提出は不要ですが、この場合は、事実の確認のため、期間

を要することがあるほか、被保険者さまに対して別の書類

や別の証明書の提出を求めることがあります。）。 

④ 事故報告書 不慮の事故（交通事故を含みます。）で傷害を受けた場

合に必要となります。 
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⑤ 被保険者さまが受傷時および入

院、手術または放射線治療を受け

た当時に当該国に滞在していたこ

とを証明する書類 

 旅券（パスポート）をご提示ください（旅行者の氏名、

生年月日、顔写真等のページおよび住所、日本国内の連絡

先等のページのほか、旅券（パスポート）の日本国の出入

国および渡航先の出入国に係る査証の該当箇所が必要とな

ることから、郵便局またはかんぽ生命の支店においてコピ

ーさせていただきますのでご了承ください。）。 

⑥ 入院、手術または放射線治療を

受けた期間の記載がある医療機関

発行の領収証、明細書または請求

書 

― 

⑦ 国外入院、手術または放射線治

療に係る医師または医療施設に被

保険者さまの症状、治療歴および

事故の事実について調査を行うこ

とに関する被保険者さまの同意書 

 同意書は数種類の言語で表記したものを用意しています

ので、お問い合わせください（お問い合わせ先については

１８ページをご参照ください。）。 

⑧ 他の生命保険会社等に加入され

ている方の場合、かんぽ生命が他

の生命保険会社等に対して、その

保険会社等の有する情報に関する

照会を行うことについての被保険

者さまの同意書 

 様式５「日本国外における入院等に係る他社契約の確認

書兼同意書（被保険者用）」。被保険者の方が亡くなられ

た場合は、様式６「日本国外における入院等に係る他社契

約の確認書兼同意書（相続人用）」。 

⑨ 続柄証明書  夫婦保険、夫婦年金保険付夫婦保険に夫婦特約を付加さ

れている場合に必要となります（ご夫婦のお名前と続柄（夫

または妻であること）が記載されているもの（住民票、健

康保険被保険者証等））。 

 上記以外に夫婦年金保険に災害特約等の夫婦特約を付加

されている場合にも必要となります。 

⑩ 口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカード 

 被保険者さま（※２）の口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカードをお持ちください。 

※１ 健康保険被保険者証、運転免許証以外にも、次の書類の提示により、ご請求いただくこと

ができます。 

国民健康保険被保険者証、国家公務員共済組合組合員証、地方公務員共済組合組合員証、

国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、旅券（パスポート）等 

※２ 平成２６年４月２日以後にご加入いただいた学資保険は、対象が保険契約者さまになりま

す。 

(4) 死亡保険金または死亡給付金の支払請求に必要な書類 

  前(1)の書類のほか次の書類をご用意ください。

必要書類 補足事項 

① 被保険者さまの住民票（除票）

または戸籍抄（謄）本 
― 
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② 現地の医療機関等で発行された

死亡証明書の原本（簡易生命保険

契約の場合は死亡届の記載事項証

明書でも可能） 

○ 死亡届の記載事項証明書とは「日本国内の市区町村長

に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に

記載した事項の証明書」（日本国内の地方法務局の長が

作成したものを含みます。）のことです。 

○ 死亡届の記載事項証明書でご請求される場合は、交付

された書類一式を外さずにご提出ください。その場合、

①の書類の提出は不要です。 

同証明書は、簡易生命保険契約の死亡保険金の支払請

求の場合に限って日本国内の市区町村（一定期間経過後

は日本国内の地方法務局）で交付を受けることができる

ものです。日本国内の市区町村または日本国内の地方法

務局へこの証明書を申請される際は、簡易生命保険契約

の保険証書（複数の保険契約について死亡保険金をご請

求される場合はすべての保険証書）をご用意ください。 

③ 保険契約者さまの健康保険被保

険者証、運転免許証等（※１） 

 学資保険、成人保険または育英年金付学資保険の場合に

必要となります。 

④ 交通事故証明書等  不慮の事故で亡くなられた場合は、不慮の事故であるこ

とが証明できる警察等公的機関発行の交通事故証明書等 

（交通事故証明書の交付を受けていないときは、証明書の

提出は不要ですが、この場合は、事実の確認のため、期間

を要することがあるほか、死亡保険金または死亡給付金の

受取人さまに対して別の書類や別の証明書の提出を求める

ことがあります。）。 

⑤ 事故報告書 不慮の事故（交通事故を含みます。）により亡くなられ

た場合に必要となります。 

⑥ 被保険者さまが亡くなられた当

時に当該国に滞在していたことを

証明する書類 

旅券（パスポート）をご提示ください（旅行者の氏名、

生年月日、顔写真等のページおよび住所、日本国内の連絡

先等のページのほか、旅券（パスポート）の日本国の出入

国および渡航先の出入国に係る査証の該当箇所が必要とな

ることから、郵便局またはかんぽ生命の支店においてコピ

ーさせていただきますのでご了承ください。）。 

⑦ 被保険者さまが渡航していた経

緯、同人が亡くなられた事情等の

事実経緯を記載し、死亡保険金ま

たは死亡給付金の受取人さまの記

名・押印がなされた書面 

適宜の様式で作成してください。 

⑧ 国外入院、手術または放射線治

療に係る医師または医療施設に被

保険者さまの症状、治療歴および

事故の事実について調査を行うこ

とに関する被保険者さまの相続人

の同意書 

同意書は数種類の言語で表記したものを用意しています

ので、お問い合わせください（お問い合わせ先については

１８ページをご参照ください。）。 

⑨ 他の生命保険会社等に加入され

ている方の場合、かんぽ生命が他

の生命保険会社等に対して、その

保険会社等の有する情報に関する

照会を行うことについての被保険

者さまの相続人の同意書 

様式６「日本国外における入院等に係る他社契約の確認

書兼同意書（相続人用）」。 
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⑩ 続柄証明書  夫婦保険、夫婦年金保険付夫婦保険の場合に必要となり

ます（ご夫婦のお名前と続柄（夫または妻であること）が

記載されているもの（住民票、健康保険被保険者証等））。

上記以外に夫婦年金保険に災害特約等の夫婦特約を付加

されている場合にも必要となります。 

⑪ 口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカード 

死亡保険金または死亡給付金の受取人さまの口座番号を

確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードをお持ちく

ださい。 

⑫ 保険契約者さまと受取人さまの

個人番号カード、通知カード等（※

２） 

国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場

合は不要です。 

平成２８年１月１日以降に亡くなられた場合に限りま

す。 

※１ 健康保険被保険者証、運転免許証以外にも、次の書類の提示により、ご請求いただくこと

ができます。 

国民健康保険被保険者証、国家公務員共済組合組合員証、地方公務員共済組合組合員証、

国民年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、旅券（パスポート）等 

※２ 保険契約者さまと受取人さまのマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

(5) 解約返戻金（還付金）の支払請求に必要な書類 

  前(1)の書類のほか次の書類をご用意ください。 

必要書類 補足事項 

① 口座番号を確認できる預貯金通

帳またはキャッシュカード 

保険契約者さまの口座番号を確認できる預貯金通帳また

はキャッシュカードをお持ちください。 

② 保険契約者さまの個人番号カー

ド、通知カード等（※） 

国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場

合は不要です。 

平成２８年１月１日以降に支払事由が発生する契約の場

合に限ります。 

※ 保険契約者さまのマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 
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 海外に渡航される前に、保険契約者さまが様式１の「払込代理人設定届」により日本国内での代理

人の設定をされていた場合で、代理人の住所と帰国後の保険契約者さまの住所が異なるときは、帰国

後に住所変更の手続きが必要となります。日本で発行された公的証明書類をお持ちの上、郵便局また

はかんぽ生命の支店まで住所のお届けをお願いします。 

 ※ 住所変更の手続きはメールオーダー(郵送)でも受け付けています｡ 

   手続き方法は、かんぽ生命Ｗｅｂサイト（https://www.jp-life.japanpost.jp/）をご覧ください。 

４ 帰国後の手続きについて 
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様式１ 払込代理人設定届 

５ 様式・記載例 
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記載例１ 払込代理人設定届 
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様式２ 委任状 
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記載例２ 委任状 
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様式３ 入院・手術証明書（診断書） 
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様式４ 英文訳の入院証明書（診断書） 
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様式５ 日本国外における入院等に係る他社契約の確認書兼同意書（被保険者用） 

日本国外における入院等に係る他社契約の確認書兼同意書  

                                                    年   月   日 

保険証券（書）記号番号 ：  

＜被保険者＞  

住所  

氏名                            印 

○ 他社契約への加入の有無について 

（該当する方に○をしてください。）  

他社契約への加入は、 （ あります ・ ありません ）  

○ 他社の契約は次のとおりであり、株式会社かんぽ生命保険が提出された書類に基づき事実を確

認するため、当該保険会社（会社以外の保険者を含む。）の有する情報について照会することに同

意します。  

また、仮に、本書に記入されていない他社契約が存在する場合には、株式会社かんぽ生命保険

に対して当該保険会社（会社以外の保険者を含む。）が同社の有する情報を提供することに同意し

ます。  

なお、本書のコピーも有効なものであることを認めます。  

・ 保険会社（保険者）名：  

・ 住所：  

・ 電話番号：  

・ 加入している保険の契約を特定できる  

記号番号（保険証券記号番号）：  

この確認書兼同意書は、株式会社かんぽ生命保険の保険契約用および同社が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険 

管理・郵便局ネットワーク支援機構から委託を受けて管理している簡易生命保険契約用です。 
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様式６ 日本国外における入院等に係る他社契約の確認書兼同意書（相続人用） 

日本国外における入院等に係る他社契約の確認書兼同意書 

保険証券（書）記号番号 ：  

＜被保険者氏名＞  

住所  

氏名  

年   月   日 

＜被保険者の相続人の代表者（同意者）＞  

住所  

氏名                        印 

（被保険者との続柄：               ）  

○ 他社契約への加入の有無について 

（該当する方に○をしてください。）  

他社契約への加入は、 （ あります ・ ありません ）  

○ 他社の契約は次のとおりであり、株式会社かんぽ生命保険が提出された書類に基づき事実を確

認するため、当該保険会社（会社以外の保険者を含む。）の有する情報について照会することに同

意します。  

また、仮に、本書に記入されていない他社契約が存在する場合には、株式会社かんぽ生命保険

に対して当該保険会社（会社以外の保険者を含む。）が同社の有する情報を提供することに同意し

ます。  

なお、本書のコピーも有効なものであることを認めます。  

・ 保険会社（保険者）名：  

・ 住所：  

・ 電話番号：  

・ 加入している保険の契約を特定できる  

記号番号（保険証券記号番号）：  

この確認書兼同意書は、株式会社かんぽ生命保険の保険契約用および同社が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管

理・郵便局ネットワーク支援機構から委託を受けて管理している簡易生命保険契約用です。
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お問い合わせは、下記の窓口で受け付けています。 

（受付時間は日本時間です。また、日本語のみの応対となります。） 

(1) 海外からのお問い合わせ 

■東京お客さま相談室 

電 話：＋81-3-6455-6315(通話料はお客さま負担となります。） 

ＦＡＸ：＋81-3-6455-6304(通話料はお客さま負担となります。） 

受付時間：9:00～17:00（土日休日、12月29日～1月3日を除きます。） 

■東京お客さま相談室の所在地 

〒１０９－８７９２ 

東京都品川区北品川５丁目６番１号 大崎ブライトタワー 

株式会社かんぽ生命保険 東京お客さま相談室 

（英文表記） 

Zip Code １０９－８７９２ 

Osaki Bright Tower 

５－６－１  Kitashinagawa Shinagawa－ku Tokyo Japan 

Tokyo Customers’ Counseling Room of JAPAN POST INSURANCE 

(2) かんぽ生命Ｗｅｂサイト 

■かんぽ生命Ｗｅｂサイト https://www.jp-life.japanpost.jp/ 

各種お手続きの方法は、かんぽ生命のＷｅｂサイトでもご覧いただけます。 

（個別のご契約に関するお問い合わせは、お電話でお願いいたします。） 

(3) 国内からのお問い合わせ 

■かんぽコールセンター 

フリーダイヤル：0120-552-950（携帯電話・PHS からもご利用いただけます。） 

受付時間：平日9：00～21：00／土日休日9：00～17：00（1月1日～1月3日を除きます。） 

■郵便局またはかんぽ生命の各支店 

最寄りの郵便局またはかんぽ生命の支店で受け付けております。 

受付時間：土日休日を除く9:00～16:00 

（ただし、一部の店舗では受付時間を変更している場合がございます。） 

【ご留意いただきたいこと】 

※ 個別のご契約に関するお問い合わせの際は、あらかじめ、保険証券（保険証書）記号番

号をお確かめください。 

※ プライバシー保護のため、お問い合わせは、保険契約者さまからお願いいたします（保

険金等のご請求に関しては、被保険者さままたは受取人さまからも受け付けています。）。 

※ お電話の際は、おかけ間違いのないようご注意ください。 

※ 月曜日など休日明けは、お電話が混み合い、つながりにくい場合がございます。また、

かんぽコールセンターでは、かんぽ生命の業務の運営管理およびサービス充実等の観点か

らお客さまからのお電話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。 

６ お問い合わせ先一覧 


